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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央の表示用領域と、この表示用領域の外周部に設けられた外周部領域とを有し、この
外周部領域に通知窓を有する、通知窓付き表示装置用前面保護板であって、
　透光性基板と、この透光性基板の一方の面上の前記外周部領域に設けられた遮光層と、
を有し、前記通知窓は、前記一方の面上の前記外周部領域内の前記遮光層に設けられ、
　前記通知窓は、前記遮光層と同一材料で形成される半透過通知窓層によって前記遮光層
よりも遮光性が小さく、遮光性および透光性を有した部分として形成されており、
　前記半透過通知窓層が、前記遮光層よりも膜厚が薄い遮光半透過層として形成されてい
る、
　通知窓付き表示装置用前面保護板。
【請求項２】
　前記透光性基板の前記一方の面上に、さらに、タッチパネルの位置検知用の透明電極が
、前記表示用領域から前記外周部領域の前記遮光層の部分に延びて設けられ、
　前記外周部領域内に、前記透明電極に電気的に接続された配線が設けられている、請求
項１に記載の通知窓付き表示装置用前面保護板。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の通知窓付き表示装置用前面保護板と、
　表示パネルと、を備える、表示装置。
【請求項４】
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　請求項１に記載の通知窓付き表示装置用前面保護板と、
　表示パネルと、を備え、
　前記透光性基板の前記一方の面上に、タッチパネルの位置検知用の透明電極が設けられ
、
　前記遮光層上に、前記透明電極と接続された不透明な配線が設けられている、表示装置
。
【請求項５】
　前記表示パネルが、液晶パネルまたは電界発光パネルである、請求項３または４に記載
の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通知窓付き表示装置用前面保護板、および表示装置に関する。特に、各種情
報を光により通知する為の通知窓を備えた通知窓付き表示装置用前面保護板と、これを備
えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、タブレットＰＣ（パーソナルコンピュータ）など各種表示装置
において、表示パネルと組み合わせて使用される位置入力装置として、タッチパネルが急
速に普及してきている。タッチパネルは、以前から、電磁誘導方式、抵抗膜方式など各種
方式のものが知られ、各種用途で使用されてきたが、最近その中でも特に注目されてきて
いるのは、マルチタッチ（多点同時入力）が可能な静電容量方式のタッチパネルである。
【０００３】
　図１２（ａ）は、典型的にはスマートフォン等のタッチパネル機能を備えた携帯電話と
しての従来の表示装置２００の一例を模式的に示す分解平面図であり、図１２（ｂ）の断
面図は図１２（ａ）の分解平面図中で、Ｃ－Ｃ線で表示装置用前面保護板４０を切断した
ときの表示装置用前面保護板４０のみの断面図である。
　タッチパネル２０は、表示パネル３０に対して、表示パネル３０からの表示光の出光側
である表側（紙面で手前側）に配置される。さらに、タッチパネル２０の保護の為に、前
記表示パネル３０からの表示光がタッチパネル２０を通過して出光する側であるタッチパ
ネル２０の表側に、表示装置用前面保護板４０が配置される（特許文献１、特許文献２、
特許文献３）。
【０００４】
　この表示装置２００では、通知窓３によって、着信や電池の充電状態などの各種動作状
態を、光の点滅、点灯、および色などにより、使用者に通知する機能を有する。通知窓３
は、表示装置用前面保護板４０に設けられ、この通知窓３の部分のケース内部に設けた通
知用の光源、典型的にはＬＥＤ（発光ダイオード）を動作させることにより、各種動作状
況の通知が行われる。
　通知窓３は、表示装置２００のケースに設けることもあるが、表示装置用前面保護板４
０に設けることで、表示装置用前面保護板４０の部分の面積をより広くして、ケースの外
枠部分がより細い、デザインも可能となる。
【０００５】
　表示装置用前面保護板４０は、通常、図１２で例示する様に、その表示用領域Ａ１の外
周部が不透明領域Ａ２となっており、不透明領域Ａ２には遮光層２が形成されている。こ
の不透明領域Ａ２によって、表示装置用前面保護板４０の裏側に配置されるタッチパネル
２０が、その外周部に有する配線５やコネクタ等が見えて外観を損ねないようにしている
。また、不透明領域Ａ２中には、製品ロゴなどの可視情報９なども適宜設けられ、不透明
領域Ａ２は表示装置用前面保護板４０の加飾部にもなっている。
【０００６】
　表示装置用前面保護板４０、タッチパネル２０及び表示パネル３０の各部材は、界面反
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射による表示光の損失や外光反射を減らして表示を見易くする等のために、これらの部材
の間は空間を設けずに樹脂層で埋めて、密着積層することもある。
　また、薄型化、軽量化、部品点数削減などに対する要求に応えるべく、表示装置用前面
保護板４０とタッチパネル２０との一体化、或いはタッチパネル２０と表示パネル３０と
の一体化などの各種一体化の形態が、提案され実用化も始まっている（特許文献１、特許
文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１９３５８７号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１５３９７１号公報
【特許文献３】特開２００８－２６６４７３号公報（〔０００９〕、〔００３０〕、図２
）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、通知窓３を、表示装置用前面保護板４０に設けるには、図１２（ｂ）の断面
図で例示する様に、不透明領域Ａ２内において、通知用の光源Ｌに対して観察者Ｖ側に位
置する部分の遮光層２に非形成部を設けて、この非形成部を通知窓３とすればよい。しか
し、それでは、デザイン上、通知用の光が点灯又は点滅しているときは、通知用の光源が
直接見えてしまい意匠性を損ねることがあり、通知用の光が消灯しているときは、通知窓
３の部分だけ遮光層２が形成されていない為に、ＬＥＤランプ等の光源部材が直接見えて
しまったり、通知窓３の存在が目立ったりして、遮光層２による不透明領域Ａ２の外観の
一体感が不足し、意匠性を損ねることがある。遮光層２の色は、デザイン上、或いは、遮
光性に優れるなどの点で、通常、黒色とすることが多いが、こうした遮光性に優れた黒色
であっても、通知窓３の存在が目立ち易い。さらに、遮光層２の色を白色系など黒以外の
色としたときは、通知窓３の存在がより一層目立ち易くなる。
【０００９】
　そこで、図１２（ｂ）に示すように、通知窓３の部分には、通知窓３の周囲の遮光層２
の外観色と同じような外観色を呈する、遮光層２とは異種材料から形成され、遮光層２よ
りも遮光性が小さく、遮光性および透光性を呈し、遮光層２と同一反射色の異種材料半透
過層４Ｄを設けた構成が知られている。異種材料半透過層４Ｄは、遮光層２と同一反射色
であるので、通知窓３を目立たなくさせることができる。異種材料半透過層４Ｄは、例え
ば、遮光層２と同種の材料だが着色顔料の含有量を小さくした材料で、遮光層２と同様に
形成することができる。しかし、この異種材料半透過層４Ｄは、遮光層２の材料とは異な
る通知窓３に専用の材料で形成する必要があることから、遮光層２とは別の独立した工程
で形成する必要があり、工程が１工程増えるために、その分、コストが掛かってしまうと
いう問題がある。
【００１０】
　本発明の課題は、表示装置用前面保護板に、光により各種情報を通知する為の通知窓を
設けたときに、通知用の光の消灯時における通知窓の存在を通知窓専用の材料を用いるこ
となく目立ち難くすることである。また、こうした通知窓付き表示装置用前面保護板を備
えた表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明では、次の様な構成の表示装置用前面保護板、および表示装置とした。
（１）中央の表示用領域と、この表示用領域の外周部に設けられ可視光を遮蔽する不透明
領域とを有し、この不透明領域に通知窓を有する、通知窓付き表示装置用前面保護板であ
って、
　透光性基板と、この透光性基板の一方の面上の前記不透明領域に設けられた遮光層と、
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前記一方の面上の前記不透明領域内であって前記遮光層の非形成部として設けられた通知
窓と、を有し、
　前記通知窓は、前記遮光層と同一材料で形成される半透過通知窓層によって前記遮光層
よりも遮光性が小さく、遮光性および透光性を呈する部分として形成されている、
　通知窓付き表示装置用前面保護板。
（２）前記半透過通知窓層が、前記遮光層と同じ膜厚の１以上の形成部と、１以上の非形
成部とからなる通知窓パターン層として形成されている、前記（１）の通知窓付き表示装
置用前面保護板。
（３）前記半透過通知窓層が、前記遮光層よりも膜厚が薄い遮光半透過層として形成され
ている、前記（１）の通知窓付き表示装置用前面保護板。
（４）前記透光性基板の前記一方の面上に、さらに、タッチパネルの位置検知用の透明電
極が、前記表示用領域から前記不透明領域の前記遮光層の部分に延びて設けられていると
共に、前記遮光層の部分で前記透明電極に電気的に接続された配線が設けられている、前
記（１）～（３）のいずれかの通知窓付き表示装置用前面保護板。
（５）前記（１）～（３）のいずれかの通知窓付き表示装置用前面保護板と、タッチパネ
ルと、表示パネルとを備え、前記タッチパネルは位置検知用の透明電極の周囲に有する不
透明な配線が前記通知窓付き表示装置用前面保護板の前記遮光層に重なり前記通知窓付き
表示装置用前面保護板側から目視不能となるように配置された構成であるか、
　または、前記（４）のタッチパネル用の配線および透明電極も有する通知窓付き表示装
置用前面保護板と、表示パネルとを備えた構成である、
表示装置。
（６）前記表示パネルが、液晶パネルまたは電界発光パネルである、前記（５）の表示装
置。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の通知窓付き表示装置用前面保護板によれば、通知用の光の消灯時に通知窓の存
在を通知窓専用の材料を用いることなく目立ち難くすることができる。
　本発明の表示装置によれば、それが備える通知窓付き表示装置用前面保護板が、前記効
果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明による通知窓付き表示装置用前面保護板の一実施形態を説明する平面図（
ａ）と、平面図中Ｃ－Ｃ線での部分拡大断面図（ｂ）と、通知窓の部分を裏側から見た部
分拡大平面図（ｃ）。
【図２】半透過通知窓層となる通知窓パターン層の２形状（メッシュパターン）を例示す
る平面図。
【図３】半透過通知窓層となる通知窓パターン層の別の形状（ストライプパターン）を例
示する平面図。
【図４】半透過通知窓層となる通知窓パターン層の別の形状（海島逆パターン）
【図５】半透過通知窓層の別の構成（遮光半透過層）を説明する断面図。
【図６】本発明による通知窓付き表示装置用前面保護板の別の実施形態（タッチパネル用
の配線および透明電極付き）を模式的に説明する部分拡大断面図。
【図７】図６の通知窓付き表示装置用前面保護板を表側から見た平面図（ａ）、透明電極
のパターンを説明する部分拡大平面図（ｂ）および（ｃ）。
【図８】図６および図７の通知窓付き表示装置用前面保護板における透明電極の交差部分
を示す平面図（ａ）と断面図（ｂ）。
【図９】本発明による表示装置の一実施形態（タッチパネル透明電極一体化）を模式的に
説明する断面図。
【図１０】本発明による表示装置の別の実施形態（タッチパネル透明電極一部一体化）を
模式的に説明する断面図。
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【図１１】本発明による表示装置の別の実施形態（タッチパネル別体）を模式的に説明す
る断面図。
【図１２】通知窓を有する従来の表示装置の主要な構成部品の一例を模式的に示す分解平
面図（ａ）と、分解平面図中Ｃ－Ｃ線での表示装置用前面保護板の断面図（ｂ）。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、図面は概念図
であり、説明上の都合に応じて適宜、構成要素の縮尺関係、縦横比等は誇張されているこ
とがある。
【００１５】
〔Ａ〕用語の定義：
　以下に、本発明において用いる主要な用語について、その定義をここで説明しておく。
【００１６】
　「表側」とは、通知窓付き表示装置用前面保護板１０或いはその他の構成要素において
、通知窓付き表示装置用前面保護板１０を表示パネル３０と組み合わせて使用したときに
、表示パネル３０から表示光が出光する側であり、表示パネル３０の表示を観察する側を
意味する。
　「裏側」とは、前記「表側」とは反対側を意味し、通知窓付き表示装置用前面保護板１
０或いはその他の構成要素において、表示パネル３０の表示光が入光する側を意味する。
　「一方の面」と、その反対側の面である「他方の面」とは、何れかが前記「表側」とな
り、何れの面が前記「表側」となるかは本来は任意である。ただし、本明細書においては
、遮光層２を必ず有する側の面を「一方の面」と呼ぶことにしており、この一方の面が裏
側として使用される面となる。そこで、表側として使用される他方の面に符号Ｓ１を付け
て「他方の面Ｓ１」と呼び、裏側となる一方の面に符号Ｓ２を付けて「一方の面Ｓ２」と
も呼ぶ。
【００１７】
〔Ｂ〕通知窓付き表示装置用前面保護板：
　本発明による通知窓付き表示装置用前面保護板を、図１に示す一実施形態例を参照して
説明する。図１（ａ）は平面図、図１（ｂ）は部分拡大断面図、図１（ｃ）は部分拡大平
面図である。
【００１８】
　図１に示す実施形態の通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、図１（ａ）の平面図で
示すように、中央の表示用領域Ａ１と、この表示用領域Ａ１の外周部に設けられ可視光を
遮蔽する不透明領域Ａ２とを有する。図１（ｂ）の断面図は、図１（ａ）の平面図にて、
Ｃ－Ｃ線で切断したときの断面図である。図１（ｂ）の断面図で示すように、本実施形態
における通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、透光性基板１と、この透光性基板１の
他方の面Ｓ１とこの他方の面Ｓ１とは反対側の一方の面Ｓ２との２面のうちの、一方の面
Ｓ２において、前記不透明領域Ａ２に設けられた遮光層２とを有する。
【００１９】
　本実施形態においては、遮光層２は透光性基板１の一方の面Ｓ２上に設けられ、この一
方の面Ｓ２を裏側にして、言い換えると、一方の面Ｓ２はタッチパネル２０や表示パネル
３０側に向けて、他方の面Ｓ１は表示パネル３０の表示の観察者Ｖ側に向けて、用いられ
ることを想定した形態である。
【００２０】
　前記遮光層２は、着色顔料を感光性樹脂の硬化物からなる樹脂バインダ中に含む層とな
っている。本実施形態においては、前記着色顔料はカーボンブラックを黒色顔料として含
み、黒色を表現した層となっている。遮光層２は、着色顔料と感光性樹脂の未硬化物とを
含む着色感光性樹脂組成物を透光性基板１上に塗布し、フォトリソグラフィ法によってパ
ターン形成することで、膜厚１～２μｍ程度で形成されている。
【００２１】
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　通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、一方の面Ｓ２上の不透明領域Ａ２内に通知窓
３を有する。通知窓３は、遮光層２と同一材料からなる半透過通知窓層４によって、遮光
層２よりも遮光性が小さく、遮光性および透光性を呈する部分として形成されている。本
実施形態では、通知窓３は、遮光層２の非形成部に代わる半透過通知窓層４として、円形
形状で設けられている。つまり、遮光層２の非形成部は円形形状であり、この円形形状お
よび大きさが、通知窓３および半透過通知窓層４の形状および大きさとなっている。この
ため、通知窓３の部分では、半透過通知窓層４および透光性基板１を透して、裏側から表
側に通知用の光が減衰して通過するようになっている。
【００２２】
　本実施形態においては、半透過通知窓層４は、図１（ｃ）の裏側から見た平面図で示す
ように、遮光層２と同じ材料で同じ膜厚の通知窓パターン層４Ｐから構成されている。本
実施形態においては、メッシュ状の通知窓パターン層４Ｐは、直径３５μｍの円形形状の
開口部が、正方格子状に配列したメッシュパターンを有する。開口部の面積率は１２％と
なっている。このため、通知用の光は、通知窓パターン層４Ｐが通知窓パターン層４Ｐの
非形成部として有する多数の開口部の部分では素通りし、通知窓パターン層４Ｐの形成部
では遮光層２と同様に遮光される結果、通知窓パターン層４Ｐ全体としては、遮光性およ
び透光性を呈し、その結果、透過率１２％の半透過性を呈する層、言い変えると疑似的半
透過層となっている。
【００２３】
　通知窓３を表側から見たときに、通知窓３の部分で透光性基板１を透して見えるのは、
通知窓パターン層４Ｐからなる半透過通知窓層４であり、通知窓３以外の不透明領域Ａ２
で透光性基板１を透して見えるのは遮光層２である。半透過通知窓層４と遮光層２とは同
一材料で形成されており、しかも、同時に同一膜厚の連続層として同じ透光性基板１の一
方の面Ｓ２に形成されているので、遮光層２と半透過通知窓層４との境界に不連続に見え
る部分もない。このため、表側から見たときの、通知窓３の部分の外観と、遮光層２の部
分の外観は、通知窓パターン層４Ｐに肉眼で殆ど視認され難い細かい開口部が存在するこ
とを除いて、同じ様に感じられ、不透明領域Ａ２のデザイン的な一体感を得ることが可能
となる。
【００２４】
　通知窓パターン層４Ｐは遮光層２の形成と同時にフォトリソグラフィ法によってパター
ン形成されている。このために、通知窓パターン層４Ｐからなる半透過通知窓層４は遮光
層２と同一工程で工程数を増やさずに設けることができる。
【００２５】
　以上のような構成とすることで、本実施形態における通知窓付き表示装置用前面保護板
１０では、通知用の光の消灯時に通知窓３の存在を通知窓３専用の材料を用いることなく
目立ち難くすることができる。
　しかも、通知窓３の部分に設ける半透過通知窓層４は、遮光層２と同一材料で且つ同一
膜厚で形成されている通知窓パターン層４Ｐであるので、半透過通知窓層４は遮光層２と
同一工程で工程数を増やさずに設けることができるため、通知窓３の存在を、コストをか
けずに、目立ち難くすることができる。
【００２６】
　以下、構成要素毎にさらに詳述する。
【００２７】
〔表示用領域Ａ１と不透明領域Ａ２〕
　通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、図１（ａ）の平面図で例示したように、中央
に表示用領域Ａ１を有し、表示用領域Ａ１の外周部に、可視光を遮蔽する不透明領域Ａ２
を有する。表示用領域Ａ１は、図１（ｂ）の断面図において、二点鎖線の想像線で示す表
示パネル３０に適用したときに、通知窓付き表示装置用前面保護板１０を透して、表示パ
ネル３０が表示する内容を表示できる領域である。不透明領域Ａ２は、表示パネル３０が
外周部に有する配線、コネクタなどを隠したり、或いは、図１（ｂ）の断面図において、
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二点鎖線の想像線で示すタッチパネル２０に適用したときに、タッチパネル２０がその外
周部に有する不透明な配線、コネクタなどを隠したりする為の領域である。また、不透明
領域Ａ２は、遮光層２及びそれが表現する色、並びに、ロゴやマークなどの可視情報９に
よって加飾部にもなる領域である。
【００２８】
〔透光性基板１〕
　透光性基板１は、少なくとも可視光線に対して透明で、通知窓付き表示装置用前面保護
板１０を適用するタッチパネル２０や表示パネル３０に対して、これらの表面を保護し得
る機械強度を有するものであれば、特に制限はなく、代表的にはガラス板を用いることが
できる。特に、前記ガラス板として、化学強化ガラスはフロートガラスに比べて機械的強
度に優れ、その分薄くできる点で好ましい。化学強化ガラスは、典型的には、ガラスの表
面近傍について、ナトリウムをカリウムに代えるなどイオン種を一部交換することで、化
学的な方法によって機械的物性を強化したガラスである。
　透光性基板１には、樹脂を用いることも可能である。例えば、前記樹脂としては、アク
リル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、シクロオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂な
どを用いることができる。透光性基板１に樹脂を用いることで、軽量にできる上、可撓性
を持たせることも可能となる。
【００２９】
〔遮光層２〕
 図１に例示する実施形態における遮光層２は、透光性基板１のタッチパネル２０及び表
示パネル３０側となる裏側の一方の面Ｓ２の不透明領域Ａ２の部分に形成されている。遮
光層２は、不透明領域Ａ２中の全領域に設けられている。逆に言えば、この遮光層２によ
って、不透明領域Ａ２が不透明な領域として形成される。
　本実施形態においては、遮光層２は、透光性基板１の他方の面Ｓ１と一方の面Ｓ２のう
ちの一方の面Ｓ２の、不透明領域Ａ２に形成される。
　遮光層２は、タッチパネル２０がその中央の位置検知領域に対して、その外周部に有す
る配線や制御回路、或いは表示パネル３０がその中央の表示領域に対して、その外周部に
有する配線や制御回路などを隠し、目視不能にして、タッチパネル２０や表示パネル３０
と組み合わされた表示装置において、外観を損なわないようにする機能を有する。
【００３０】
　遮光層２は、不要な部品を隠すための遮光性と共に、外観意匠を向上させる機能も有す
る。つまり、遮光層２は、任意の意匠を表現する加飾層としての機能も有する。
【００３１】
　遮光層２の遮光性は、要求仕様、表現色にもよるが、透過率で言えば大きくても３％以
下（光学濃度ＯＤにて１．５以上）、より好ましくは透過率で１％以下（光学濃度ＯＤ２
．０以上）、さらに好ましくは透過率で０．０１％以下（光学濃度ＯＤ４．０以上）が望
ましい。
【００３２】
　遮光層２は、着色顔料を硬化性樹脂の硬化物からなる樹脂バインダ中に含む層から形成
されている。本実施形態においては、硬化性樹脂として感光性樹脂を用いてある。このた
め、遮光層２は、着色顔料を感光性樹脂の硬化物からなる樹脂バインダ中に含む層からな
る。
【００３３】
（着色顔料）
　遮光層２に用いる着色顔料としては、遮光層２で表現する色に応じたものを用いれば良
く、特に制限はない。例えば、着色顔料としては、黒色顔料、白色顔料、赤色顔料、黄色
顔料、青色顔料、緑色顔料、紫色顔料などを用いることができる。着色顔料は、１種単独
で用いても良いし、同種類の色、或いは異なる色の着色顔料を複数種類用いても良い。
【００３４】
　前記黒色顔料には、例えば、カーボンブラック、チタンブラック（低次酸化チタン、酸
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窒化チタンなど）を用いることができる。
　遮光層２の着色顔料としては、表現する色にもよるが、遮光性が得易い点で黒色顔料を
用いることが好ましい。黒色顔料のなかでも、カーボンブラックはチタンブラックに比べ
て安価である点で好ましい。
【００３５】
　前記白色顔料には、酸化チタン、シリカ、タルク、カオリン、クレイ、硫酸バリウム、
水酸化カルシウム、などを用いることができる。
【００３６】
　前記赤色顔料には、例えば、ジケトピロロピロール系、アントラキノン系、ペリレン系
などの赤色顔料を用いることができ、前記黄色顔料には、例えば、イソインドリン系、ア
ントラキノン系などの黄色顔料を用いることができ、前記青色顔料には、例えば、銅フタ
ロシアニン系、アントラキノン系などの青色顔料を用いることができ、前記緑色顔料には
、例えば、フタロシアニン系、イソインドリン系などの緑色顔料を用いることができ、前
記紫色顔料には、キナクリドン系、ジオキサジン系などの紫色顔料を用いることができる
。
【００３７】
　着色顔料の粒子の大きさは、通常、平均粒径で１μｍ以下であり、好ましくは大よそ０
．０３～０．５μｍである。
【００３８】
　着色顔料の含有量は、遮光層２で表現する色にもよるが、着色顔料及び樹脂バインダを
含む遮光層２の全固形分量に対する着色顔料の量の百分率で表した、顔料濃度で、例えば
、１０～８０％程度である。言い換えると、遮光層２の全固形分１００質量部に対して、
着色顔料は、１０～８０質量部の範囲である。
【００３９】
（硬化性樹脂）
　着色顔料を分散保持する樹脂バインダの樹脂成分となる前記硬化性樹脂としては、感光
性樹脂、及び、熱硬化性樹脂から選ばれる樹脂を１種以上用いることができる。
【００４０】
　前記感光性樹脂としては、例えば、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹
脂、ポリ桂皮酸ビニル系樹脂、環化ゴム、等の反応性ビニル基などの光反応性基を有する
感光性樹脂を１種以上を用いることができる。前記アクリル系樹脂では、例えば、アルカ
リ可溶性樹脂、多官能アクリレート系モノマー、光重合開始剤、その他添加剤などからな
る感光性樹脂を樹脂バインダの樹脂成分として用いることができる。
【００４１】
　前記アルカリ可溶性樹脂には、ベンジルメタクリレート－メタクリル酸共重合体などの
メタクリル酸エステル共重合体、ビスフェノールフルオレン構造を有するエポキシアクリ
レートなどのカルド樹脂、などを１種以上用いることができる。
　前記多官能アクリレート系モノマーには、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ
）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリ
トールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレー
ト、などを１種以上用いることができる。
　なお、本発明において、（メタ）アクリレートとは、メタクリレート、又は、アクリレ
ートのいずれかであることを意味する。
【００４２】
　前記光重合開始剤には、アルキルフェノン系、オキシムエステル系、トリアジン系、チ
タネート系などを１種以上用いることができる。例えば、アルキルフェノン系では、（２
－メチル－１［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－オン（
イルガキュア（登録商標）９０７、ＢＡＳＦジャパン株式会社製））、２－ベンジル－２
－ジメチルアミノ－１－（４－モノフォリオフェニル）ブタノン－１（イルガキュア（登
録商標）３６９、ＢＡＳＦジャパン株式会社製））、オキシムエステル系では、１，２－
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オクタンジオン，１－［４－（フェニルチオ）フェニル］－，２－（Ｏ－ベンゾイルオキ
シム）（イルガキュア（登録商標）ＯＸＥ０１、ＢＡＳＦジャパン株式会社製））などを
用いることができる。
【００４３】
　前記熱硬化性樹脂としては、例えば、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエステル
系樹脂、ポリイミド系樹脂等を、１種以上用いることができる。
【００４４】
 遮光層２の樹脂バインダとしては、この他、光増感剤、分散剤、界面活性剤、安定剤、
レベリング剤などの、公知の各種添加剤を含むことができる。
【００４５】
（遮光層２の形成）
　遮光層２の形成法は、本発明においては、特に限定されない。例えば、遮光層２は、前
記硬化性樹脂の未硬化物を含む樹脂バインダ中に着色顔料を含有する、着色硬化性樹脂組
成物によって、形成することができる。
　前記着色硬化性樹脂組成物には、さらに、この樹脂組成物を透光性基板１の面上に塗布
する際の塗布適性、或いは印刷する際の印刷適性の調整などの為に、溶剤を含むことがで
きる。
　前記溶剤としては、例えば、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート、エチルセロソルブ、３－メトキシブチルアセテ
ート、等を１種以上用いることができる。
【００４６】
　硬化性樹脂として感光性樹脂を用いる場合、前記着色顔料、前記感光性樹脂の未硬化物
としては、従来、カラーフィルタ用途として調整された着色レジスト用の材料を用いても
良い。
【００４７】
　硬化性樹脂として感光性樹脂を用いる場合、着色硬化性樹脂組成物を、透光性基板１の
面上に塗布する方法は、例えば、スピンコート法、ロールコート法、ダイコート法、スプ
レーコート法、ビードコート法などの公知の塗工法によることができる。
　着色硬化性樹脂組成物を塗布した後は、フォトリソグラフィー技術を用いて露光、現像
、ベークなどの所定の工程を経て、パターニングすることにより、透光性基板１の面上の
一部に、所定パターンの遮光層２を形成することができる。
【００４８】
　硬化性樹脂として熱硬化性樹脂を用いる場合は、着色硬化性樹脂組成物からなるインク
を用いて、印刷法によってパターン状に形成する。印刷法としては、特に制限はなく、例
えば、オフセット印刷法、フレキソ印刷法、インクジェット印刷法等を適宜採用すること
ができる。
【００４９】
　以上のように、遮光層２のパターンの形成法は、基本的には特に限定されず、スクリー
ン印刷法でも良いが、フォトリソグラフィ法は、スクリーン印刷法に比べて、膜厚を薄く
でき、遮光層２の形成部と非形成部との境界に生じる段差を低くできる点で好ましい。段
差が大きいと、段差を跨いで透明電極を設けたときの段差部分での断線、オーバーコート
層を設けたときの段差部分で気泡発生などが生じることがあるからである。
【００５０】
　フォトリソグラフィ法で形成した遮光層２の膜厚は、５μｍ以下とすることができる。
遮光層２の膜厚は、段差の点、および露光が層内部まで行き渡るようにする点では、薄い
方が良く、好ましくは３μｍ以下、より好ましく２μｍ以下である。但し、薄すぎると、
遮光性が不足することがある。このため、遮光層２の膜厚の下限は０．２μｍ以上とする
ことが好ましい。また、フォトリソグラフィ法は、高精度なパターン形成ができる点でも
好ましい。
　なお、遮光層２の膜厚が一回の形成で不足する場合は、形成を複数回繰り返して、複層
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からなる遮光層２としても良い。
【００５１】
〔通知窓３〕
　通知窓３は、不透明領域Ａ２内において遮光層２の非形成部として設けられる。通知窓
３は、その平面視での領域内に、遮光層２と同一材料で形成された半透過通知窓層４を有
する。このため、通知窓３の部分で、通知窓付き表示装置用前面保護板１０を裏側から表
側に、通知用の光を通過させることができる。
　通知窓３の平面視の形状は、図１（ａ）に例示の実施形態では、円形であったが、円形
以外の形状でもよく、任意である。通知窓３の大きさも任意であるが、円形の場合で言え
ば、通常、直径１～２ｍｍ程度である。
【００５２】
［半透過通知窓層４］
　半透過通知窓層４は、遮光層２よりも遮光性が小さく、遮光性および透光性を呈する。
つまり、半透過通知窓層４は、遮光性が全くない訳でもなく、透光性が透光性基板１と同
程度にある訳でもない。半透過通知窓層４の遮光性および透光性を、可視光、つまり波長
３８０～７８０ｎｍの光線に対する透過率で示せば、全光線透過率で例えば１～５０％、
より好ましくは５～２０％である。全光線透過率がこの範囲を超えると、通知窓３が目立
ち易くなることがあり、この範囲未満であると、通知用の光の光量が不足することがある
。
　半透過通知窓層４には、通知窓パターン層４Ｐからなる形態と、遮光半透過層４Ｌから
なる形態の、大別して二種類の形態がある。
　半透過通知窓層４を遮光層２と同一材料で構成することによって、通知窓３の存在を、
通知用の光の消灯時に目立たなくさせることができ、遮光層２による不透明領域Ａ２の意
匠の一体感を増すことができる。
【００５３】
（通知窓パターン層４Ｐ）
　図１に例示の実施形態においては、半透過通知窓層４は、遮光層２と膜厚が同一の通知
窓パターン層４Ｐから構成されていた。
　通知窓パターン層４Ｐは、前記遮光層２と同じ膜厚の１以上の形成部と、１以上の非形
成部とかなるパターン層として形成される。本実施形態においては、通知窓パターン層４
Ｐは、遮光層２と互いに層の側面が接している部分を有して形成されている。つまり、通
知窓パターン層４Ｐは、遮光層２に対して連続層となる部分を有して形成されている。
　図１（ｃ）に例示の通知窓パターン層４Ｐでは、メッシュ状のパターンであり、遮光層
２と同一材料且つ同一膜厚で且つ透光性基板１側の面で同一面に形成されているが、円形
の非形成部からなる開口部を多数有することで、透光性が付与された層である。したがつ
て、通知窓パターン層４Ｐの開口部でない形成部の部分での層自体としては、その遮光性
は遮光層２と同じであり、開口部によって透光性を付与した層であるから、「疑似的半透
過層」とも言える。
【００５４】
　前記開口部、つまり非形成部の大きさは、通知窓３を目立たないようにする点で、肉眼
で視認されにくい大きさが好ましい。開口部の大きさは、例えば、１０～２００μｍとす
ることができる。
　開口部の占める面積割合は、通知窓パターン層４Ｐでの前記可視光での全光線透過率を
１～５０％とする為には、これと同じ１～５０％とすれば良い。
　開口部の配置は、図２では正方格子状配置であったが、任意である。
　図２～図５は、通知窓３内部における半透過通知窓層４としての通知窓パターン層４Ｐ
のパターン形状を説明する図であり、通知窓３の形状を説明する図ではない。もちろん、
通知窓３は四角形状でも良い。
【００５５】
　通知窓パターン層４Ｐとしては、１以上の形成部と１以上の非形成部とからなるパター
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ンを呈する層であれば良く、そのパターンは任意である。例えば、図２（ａ）および図２
（ｂ）に例示するようなメッシュパターン、或いは、図３に例示するようなストライプパ
ターンを採用することができる。
　図２に例示のメッシュパターンでは、１つの形成部と、複数の非形成部からなるパター
ンの通知窓パターン層４Ｐの例である。図３に例示のストライプパターンは、複数の形成
部と、複数の非形成部からなるパターンの通知窓パターン層４Ｐの例である。
　非形成部或いは形成部の配置は、図２及び図３のような規則的な配置の他に、図示はし
ないが不規則的な配置でもよい。
【００５６】
　メッシュパターンにおいて、開口部の形状は、図２（ａ）の円形、図２（ｂ）の正方形
など、任意である。ただ、開口部の形状は、正方形のような輪郭が直線的で角のある形状
に比べて、円形のような輪郭が曲線のみからなる形状の方が好ましい。これは、図１（ｃ
）で示すように、通知窓３の輪郭部分に開口部の一部が重なり、重なった部分で開口部の
形状に欠けが生じる部分が、通知窓３を見たときに違和感を感じさせることがあり、円形
のような輪郭が曲線のみからなる形状の方が、違和感を感じさせにくいからである。
【００５７】
　通知窓パターン層４Ｐは、１つの非形成部と複数の形成部とからなるパターンでもよく
、図４はその一例である。つまり、通知窓パターン層４Ｐは、図２に例示したように、一
つの形成部の海のなかに、非形成部からなる複数の開口部が島のように存在する海島模様
の他に、海と島の関係が逆転した図４のようなパターンでもよい。つまり、通知窓パター
ン層４Ｐは、一つの非形成部の海のなかに、複数の形成部が島のように存在するパターン
である。
　図４に例示の通知窓パターン層４Ｐでは、通知窓パターン層４Ｐは、通知窓３の輪郭部
分において、周囲の遮光層２と非連続層として形成することができる。つまり、通知窓パ
ターン層４Ｐには、図２及び図３のように、遮光層２と通常、連続層として形成される形
態と、図４のように非連続層として形成され得る形態とがある。非連続層として形成され
る通知窓パターン層４Ｐであっても、遮光層２と同一材料で形成され、しかも、同時形成
することができる。
【００５８】
　通知窓パターン層４Ｐは、通知窓３の内部において、透過率に面分布を設けて、少なく
とも通知用の光の点灯又は点滅時において、模様が見えるようにしてもよい。透過率の面
分布は、例えば、開口部の大小分布、同一面積の開口部の粗密分布、または、これらの両
方によって、設けることができる。なお、下記する遮光半透過層４Ｌも同様である。遮光
半透過層４Ｌの場合は膜厚の面分布で模様を設けることができる。
【００５９】
（遮光半透過層４Ｌ）
　図５に例示するように、遮光半透過層４Ｌは、遮光層２と同一材料だが遮光層２よりも
厚みを薄くすることで、遮光性と共に透光性も付与した層である。同図に示す形態例にお
いては、遮光半透過層４Ｌは通知窓３の全領域に形成されている。同図に示す形態例にお
いては、遮光半透過層４Ｌは、遮光層２と互いに層の側面が接して形成されている。つま
り、遮光半透過層４Ｌは、膜厚こそ遮光層２に比べて薄いが、遮光層２に対して連続層と
して形成することができる。また、遮光半透過層４Ｌは、遮光層２が透光性基板１側で接
する層と同一層に接して形成されている。遮光層２が透光性基板１側で接する前記層とは
、具体的には透光性基板１である。
　こうした、遮光半透過層４Ｌは、感光性樹脂組成物を用いて遮光層２をフォトリソグラ
フィ法によってパターン形成するときに、ハーフトーンマスク或いはグレートーンマスク
を用いて、通知窓３の部分と、通知窓３以外の部分とで、露光量を変えることで、通知窓
３の部分のみ膜厚を薄くした遮光半透過層４Ｌを、他の部分の遮光層２と同時に形成する
ことができる。
　遮光半透過層４Ｌの膜厚は、透光性が得られるような膜厚とすれば良く、例えば０．１
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～０．５ｍ程度とすることができる。
【００６０】
〔可視情報９〕
　図１に例示する通知窓付き表示装置用前面保護板１０では、遮光層２が形成される不透
明領域Ａ２には可視情報９として製品のロゴマークなどが形成されている。
　本発明においては、可視情報９は必須ではないが、不透明領域Ａ２に対して、製品ロゴ
マーク、操作説明用の文字や記号、模様などの任意の目視可能な可視情報９を設けること
ができる。
【００６１】
　可視情報９は、表側から見える様に、不透明領域Ａ２内において、例えば、遮光層２の
非形成部に設けることができる。この構成では、可視情報９は、遮光層２の前記非形成部
の部分を、表側から見たときの色及び形状によって表現される目視可能な情報である。
　可視情報９は、図示は省略するが、遮光層２の前記非形成部の部分に可視情報形成層を
設けることで、この可視情報形成層を、表側から見たときの色及び形状によって表現する
ことができる。なお、可視情報形成層は、透光性基板１と遮光層２との間に形成すること
もできる。
　可視情報形成層としては、金属層、着色樹脂層など、遮光層２とは色や表面状態の外観
が異なる層を用いることができる。前記金属層としては、銀、アルミニウム、銅などの金
属薄膜を用いることができる。前記着色樹脂層としては着色顔料や金属粉末を含む樹脂組
成物層を用いることができる。
【００６２】
《変形形態》
　本発明の通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、上記した形態以外のその他の形態を
とり得る。以下、その一部を説明する。
【００６３】
　図１で示した実施形態では、通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、透光性基板１と
、遮光層２と、通知窓３と、さらに、可視情報９とを有する形態例であった。
　しかし、本発明においては、更にその他の構成要素を設けても良い。
【００６４】
〔赤外透過窓１１〕
　本発明においては、図７で示す通知窓付き表示装置用前面保護板１０のように、不透明
領域Ａ２に赤外透過窓１１を設けてもよい。
　赤外透過窓１１は、例えば、通話時に携帯電話を耳にあてがったときに、タッチパネル
の誤作動を防ぐ必要から、また、表示パネルの表示を消して電池寿命を長くする観点など
から、人肌の接近を感知する人感センサとして設ける赤外線センサの部分に設けられる。
　赤外透過窓１１は、不透明領域Ａ２内において遮光層２の非形成部として設けられ、可
視光に対しては遮光性を示すと共に赤外光に対しては透過性を示す部分として形成される
。赤外透過窓１１の上記光学性能は、上記光学性能を有する赤外透過層１１Ｌを、赤外透
過窓１１の部分に形成することで実現できる。赤外透過層１１Ｌを用いるのは、遮光層２
が例えば黒色の場合、黒色顔料としてカーボンブラックを用いると、可視光のみならず赤
外光に対しても遮光性となってしまうために、遮光層２とは材料が異なる層として赤外透
過層１１Ｌが必要になることがあるからである。
【００６５】
　赤外透過窓１１の赤外光に対する透過性は、要求仕様、表現色、赤外透過窓１１に適用
する赤外線センサなどの赤外利用部品にもよるが、一例を示せば、赤外領域での透過率７
０％以上にする。前記透過率７０％以上とする赤外領域は、必ずしも７８０ｎｍ以上の領
域でなくてもよく、例えば８５０ｎｍ以上の領域であれば、充分に対応可能である。なお
、透過率７０％以上とする赤外領域の上限は、近赤外域、それも通常、１３００ｎｍまで
を満たせば、対応できる。
　赤外透過窓１１の可視光に対する遮光性は、要求仕様、表現色にもよるが、赤外透過窓
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１１の部分は、通常、スポット的に小さいため、必ずしも、遮光層２の遮光性のレベルに
合わせる必要はない。このため、赤外透過窓１１の可視光に対する遮光性は、一例を示せ
ば、透過率で言えば大きくても５０％以下（光学濃度ＯＤにて０．２以上）、より好まし
くは透過率で２５％以下（光学濃度ＯＤ０．６以上）、さらに好ましくは透過率で１０％
以下（光学濃度ＯＤ１．０以上）が望ましい。
　こうして、赤外透過窓１１は、例えば、赤外光領域に対しては、波長８５０ｎｍ以上１
３００ｎｍ以下で７０％以上、可視光領域に対しては１０％以下で設ける。なお、この透
過率とは、平均値ではなく、各波長毎の値である。
【００６６】
（赤外透過層１１Ｌ）
　赤外透過層１１Ｌは、赤外透過窓１１の存在を目立たなくさせるために、通常、遮光層
２と類似色で形成される。そして、赤外透過層１１Ｌは、可視光に対しては遮光性を示す
と共に赤外光に対しては透過性を示す。
　赤外透過層１１Ｌは、カーボンブラックのような黒色顔料は含有させずに、互いに色が
異なる有彩色の着色顔料の複数種類、例えば、赤色、黄色、青色を含有させることで、黒
色など暗色を表現した層として形成することができる。
【００６７】
（赤外透過窓パターン層１１Ｐ）
　赤外透過窓１１は、前記した通知窓３における通知窓パターン層４Ｐと同様に、赤外透
過窓１１専用の材料を用いることなく、遮光層２と同一材料で形成したパターン層として
の赤外透過窓パターン層１１Ｐの形態で形成することもできる。赤外透過窓パターン層１
１Ｐのパターンの非形成部で赤外光を透過させて、パターンの形成部で可視光を遮光する
。
　赤外透過窓パターン層１１Ｐが、赤外透過窓１１の部分の全面に形成する赤外透過層１
１Ｌに比べて有利な点は、赤外透過窓１１専用の材料を用いることなく、遮光層２と同一
材料でよく、遮光層２と同時形成できる為に、コストを掛けずに、赤外透過窓１１を形成
することができることである。
　したがって、赤外透過窓パターン層１１Ｐは、前述した通知窓パターン層４Ｐと共に遮
光層２と同時に形成することもできる。もちろん、赤外透過窓パターン層１１Ｐのパター
ンにおける開口部など非形成部の面積割合と、通知窓パターン層４Ｐにおけるパターンに
おける開口部など非形成部の面積割合とは、独立に設定可能であり、各々に適した面積割
合とするのが好ましい。
【００６８】
〔タッチパネル機能との一体化〕
　タッチパネル用の透明電極を設けて、透光性基板１をタッチパネル用基板と兼用しても
良い。タッチパネル機能との一体化は、タッチパネルとして必要な機能の一部を一体化す
る形態でも、その分に応じた部品点数の低減、薄型化の効果は得られるが、タッチパネル
としての必要な機能の全部を一体化するのが、より好ましい。
【００６９】
　タッチパネルとして必要な機能の全部を一体化した通知窓付き表示装置用前面保護板１
０は、タッチパネルと言うこともできる。タッチパネルとして必要な機能の一部を一体化
した通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、タッチパネル用部材と言うこともできる。
例えば、不透明領域Ａ２に配線を有する場合、この配線がタッチパネル用のものである場
合は、これだけでも、通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、タッチパネル用部材と言
うこともできる。
　タッチパネル機能の一部を一体化する場合、例えば、そのタッチパネル機能として位置
検知用の透明電極が必要な方式では、この透明電極を一体化することができる。タッチパ
ネルの位置検知方式は従来から各種知られており、透明電極が２層になる位置検知方式で
は、このうちの少なくとも１層を、より好ましくは２層を一体化するのが望ましい。
【００７０】
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［タッチパネル用の配線５および透明電極８も有する形態］
　図６および図７に例示する通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、タッチパネル機能
の一体化の一例である。
　図６の断面図で示す通知窓付き表示装置用前面保護板１０の実施形態では、遮光層２と
、通知窓パターン層４Ｐからなる半透過通知窓層４から構成される通知窓３とを形成した
側の一方の面Ｓ２の面上に、さらに、タッチパネル用の配線５および透明電極８を形成し
た構成例である。図６の断面図では図示していないが、図７の平面図は、図６の通知窓付
き表示装置用前面保護板１０を表側から見た図である。ここでのタッチパネル用の透明電
極８は、投影型静電容量方式の電極である。図７の平面図中、赤外透過窓１１は、赤外透
過層１１Ｌ又は赤外透過窓パターン層１１Ｐとして形成されている。
　本実施形態は、透光性基板１の遮光層２が形成された後の一方の面Ｓ２上に、第１のオ
ーバーコート層６ａが全面に形成されている。さらに、第１のオーバーコート層６ａの面
に、遮光層２が形成された不透明領域Ａ２にそれ自体が不透明な配線５と、この配線５に
電気的に接続する様に表示用領域Ａ１から延びるタッチパネルの位置検知用の透明電極８
のうちの第２の透明電極８ｂの一部が形成されている。同じく、第１のオーバーコート層
６ａの面に、透明電極８のうち第１の透明電極８ａが、第２の透明電極８ｂと互いに電気
的に絶縁されて形成されている。
　第１の透明電極８ａ及び第２の透明電極８ｂは、ともに、中央の表示用領域Ａ１内の位
置検知領域から不透明領域Ａ２の遮光層２に重なる部分まで延びて配線５に電気的に接続
されている。
　配線５は、図面では、第２の透明電極８ｂに対してのみ模式的に描いてあり、図示はし
ないが、第２の透明電極８ｂに接続する配線５も形成されている。
　透明電極８の第１の透明電極８ａおよび第２の透明電極８ｂも模式的に描いてある。
【００７１】
　本実施形態では、タッチパネルの位置検知用の透明電極８として、第１の透明電極８ａ
と、第２の透明電極８ｂとを、ともに同一の面上に形成するタッチパネル構造を採用して
いる。すなわち、第１の透明電極８ａおよび第２の透明電極８ｂは、透光性基板１の同一
の面である一方の面Ｓ２の面上に形成される。
　このため、第１の透明電極８ａおよび第２の透明電極８ｂは、第１のオーバーコート層
６ａの面上において、互いに絶縁されて形成されている。
　第１の透明電極８ａおよび第２の透明電極８ｂのパターンは、投影型静電容量方式では
各種パターンが知られており、特に限定はない。典型的には、複数の第１の透明電極８ａ
が、第１の方向に延びて、この第１の方向に交差する方向、通常は直交する方向を第２の
方向として、第２の透明電極８ｂが第２の方向に延びたパターンとなっている。また、本
実施形態においても、第１の透明電極８ａおよび第２の透明電極８ｂのパターンも、図７
および図８の平面図で示すように、同様である。
【００７２】
　図７（ｂ）および図７（ｃ）の部分拡大平面図は、透明電極８のパターン形状を模式的
に示す。すなわち、第１の方向（図中、上下方向）に延びる複数の第１の透明電極８ａと
、前記第１の方向と直角に交差する第２の方向（図中、左右方向）に延びる複数の第２の
透明電極８ｂとが、透明電極８として同一面上で互いに絶縁されて形成されている。図７
（ｂ）は第１の透明電極８ａの部分拡大平面図であり、図７（ｃ）は第２の透明電極８ｂ
の部分拡大平面図である。図７（ｂ）の部分拡大平面図で示すように、一つの第１の透明
電極８ａは、菱形形状の複数の大面積部８ａＬと、互いに隣接する大面積部８ａＬ同士を
接続する接続部８ａＣと、不図示の、位置検知領域の外周部まで延びて配線５に電気的に
接続する為の取出し部と、から構成される。同様に、図７（ｃ）で示すように、一つの第
２の透明電極８ｂも、菱形形状の複数の大面積部８ｂＬと、互いに隣接する大面積部８ｂ
Ｌ同士を接続する接続部８ｂＣと、不図示の取出し部と、から構成される。
　ただし、図７（ａ）では、各透明電極８ａ，８ｂは、その大面積部のみを描いてあり、
接続部及び取出し部の図示は省略してある。
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【００７３】
　図８（ａ）は、交差部分を示す平面図であり、図８（ｂ）は図８（ａ）中、Ｃ－Ｃ線で
の断面図である。第１の透明電極８ａの大面積部８ａＬと、第２の透明電極８ｂの大面積
部８ｂＬとは、同一平面に形成されている。さらに、第１の透明電極８ａでは、接続部８
ａＣも大面積部８ａＬと同一平面に連続層として形成される。一方、第２の透明電極８ｂ
では、その大面積部８ｂＬと接続部８ｂＣとは同一平面で連続層として形成することは、
互いに交差部分で、第１の透明電極８ａとの絶縁を確保する為に不可能である。このため
、第２の透明電極８ｂは、第１の透明電極８ａとの交差部分（具体的には、第１の透明電
極８ａの接続部８ａＣの所）は、図８に示すように、絶縁層７を設けて、この絶縁層７を
跨いで、第２の透明電極８ｂの接続部８ｂＣが形成されることで、絶縁を確保している。
【００７４】
　以上のようにして、第１の透明電極８ａと第２の透明電極８ｂとの交差部分は、絶縁層
７によって絶縁されている。絶縁層７は、少なくとも前記第１の透明電極８ａと第２の透
明電極８ｂとの交差部分に必要となる。前記第１の透明電極８ａと第２の透明電極８ｂと
のうち一方の電極のみ、他方の電極との交差部分が欠損したパターンで同一の面に同時に
形成した後、交差部分のみ前記絶縁層７を形成し、この後、欠損部分を電気的に接続する
接続部とする透明電極が形成されている。
【００７５】
　図６の断面図で言えば、前記交差部分は、透光性基板１に近い側の透明電極８が、第１
の透明電極８ａであるので、第１の透明電極８ａが形成された後の交差部分に対して絶縁
層７が形成され、交差部分を跨いで接続用の透明電極が形成されて第２の透明電極８ｂが
完成する。
【００７６】
　さらに、本実施形態においては、第２の透明電極８ｂを形成後の、透光性基板１の透明
電極８および配線５が形成された側の一方の面Ｓ２のほぼ全面に、第２のオーバーコート
層６ｂが形成され、第１の透明電極８ａ及び第２の透明電極８ｂの表面を含む、通知窓付
き表示装置用前面保護板１０としての裏側の表面を、傷付きなどから保護している。ただ
し、図示は省略するが、この第２のオーバーコート層６ｂは、配線５がフレキシブルプリ
ント配線基板（ＦＰＣ）を介して制御回路に接続する部分は形成せず、配線５を露出して
ある。
【００７７】
　本変形形態では、通知用の光の消灯時に通知窓の存在を目立ち難くすることができる。
さらに、その為に設けた半透過通知窓層４は、通知窓３専用の材料を用いることなく、遮
光層２同一材料で同時形成されているので、工程数を増やさずに設けることができる。こ
の結果、コスト増となるのを抑えて、通知用の光の消灯時に通知窓の存在を目立ち難くす
ることができる。しかも、タッチパネル機能も備えており、部品点数の削減、軽量化にも
効果的である。
【００７８】
　以下、本実施形態で追加された構成要素である、配線５、第１のオーバーコート層６ａ
、第２のオーバーコート層６ｂ、絶縁層７、透明電極８について、材料面での説明をする
。
【００７９】
（配線５）
　配線５には、例えば、銀、金、銅、クロム、プラチナ、アルミニウム、パラジウム、モ
リブデンなどの金属（含むその合金）などを用いることができる。例えば、銀、パラジウ
ム及び銅からなる合金（ＡＰＣとも言う）の金属層としてスパッタ法により製膜後、フォ
トリソグラフィ法によりパターン形成したものを用いることができる。
　前記金属層を形成するには、公知の薄膜形成法によることができる。例えば、スパッタ
法、蒸着法、イオンプレーティング法等の物理的気相成長法、ＣＶＤ（Chemical Vapor D
eposition）法などの化学的気相成長法、等の気相成長法、或いは塗工法などである。
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　配線５の膜厚は、金属薄膜層の場合、例えば０．３～２μｍ程度とすることができる。
【００８０】
　配線５の形成法としては、特に制限はなく、フォトリソグラフィ法以外に、スクリーン
印刷法、インクジェット印刷法などの印刷法によって形成しても良い。
　ただ、フォトリソグラフィ法で金属薄膜層として形成することは、例えば１μｍ以下と
薄くできる点、高精細に形成できる点で、好ましい。
【００８１】
（オーバーコート層６）
　第１のオーバーコート層６ａ、および第２のオーバーコート層６ｂは、互いに異なる材
料で形成することもできるが、本実施形態においては、同一材料で形成してある。よって
、本明細書において、これらを纏めて言うときは、単に「オーバーコート層６」とも呼ぶ
。
　オーバーコート層６は、表示に支障を来たさないように、透明な層として形成される。
　オーバーコート層６は、特に透光性基板１がガラス製である場合に配線５同士間の絶縁
性が経時的に低下するのを抑えたり、段差を軽減したりする必要があるときは、設けるこ
とが好ましい。
【００８２】
　オーバーコート層６には、透明な樹脂、それも耐熱性の点で硬化性樹脂が好ましく、例
えば、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂などを用いることができ、具
体例を挙げれば、熱硬化性のエポキシ樹脂などを用いることができる。オーバーコート層
６は、遮光層２と同様の塗工法で形成することができる。
　また、前記硬化性樹脂としては、遮光層２で述べた感光性樹脂などを用いることもでき
る。感光性樹脂の場合は、部分形成するときにフォトリソグラフィ法を利用することがで
きる。
【００８３】
（絶縁層７）
　絶縁層７は、オーバーコート層６と同様の材料、方法で形成することができる。よって
、さらなる説明は省略する。
【００８４】
（透明電極８）
　透明電極８には、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ；インジウム錫酸化物）
、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ；インジウム亜鉛化物）、ＡＺＯ（Ａｌ
ｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ；アルミニウム亜鉛酸化物）等の透明導電体薄膜を
パターン形成したものを用いることができる。
【００８５】
（製造方法）
　図６の断面図で例示した実施形態の通知窓付き表示装置用前面保護板１０を構成する各
層は、例えば、次の様にして形成される。先ず、透光性基板１の一方の面Ｓ２に、所定パ
ターンで非形成部を通知窓３の形状とし、この非形成部を通知窓パターン層４Ｐからなる
半透過通知窓層４の形成と同時に同一材料で、遮光層２を形成する。赤外透過窓１１の部
分の赤外透過層１１Ｌ或いは赤外透過窓パターン層１１Ｐも、遮光層２の形成と同時に同
一材料で形成する。
　次に、遮光層２が形成された側の面全面に、第１のオーバーコート層６ａを形成した後
、遮光層２で隠れる位置に配線５をパターン形成する。次に、透明電極８として、第１の
透明電極８ａの全部と、交差部分が分断し欠損した第２の透明電極８ｂとを、同じ面に同
時にパターン形成する。
　次に、前記交差部分に絶縁層７をパターン形成し、この絶縁層７を跨いで、前記第２の
透明電極８ｂの残りの欠損部分（接続部８ｂＣ）をパターン形成して第２の透明電極８ｂ
の全体を完成させる。最後に、第２のオーバーコート層６ｂを、配線５の一部を残して全
面に形成することで、タッチパネル機能を一体化した通知窓付き表示装置用前面保護板１
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０が製造される。
【００８６】
〔Ｄ〕表示装置：
　本発明による表示装置は、上記した通知窓付き表示装置用前面保護板１０と、表示パネ
ルとを備え、タッチパネルは備えないか備えた、表示装置である。
　すなわち、本発明による表示装置は、上記した通知窓付き表示装置用前面保護板１０と
、タッチパネルと、表示パネルとを備え、このタッチパネルは位置検知用の透明電極８の
周囲に有する不透明な配線５が前記通知窓付き表示装置用前面保護板１０の遮光層２に重
なり前記通知窓付き表示装置用前面保護板１０側から目視不能となるように配置される構
成であるか、
　または、タッチパネル用の透明電極８も有する通知窓付き表示装置用前面保護板１０と
、表示パネルとを備えた構成である。
【００８７】
〔タッチパネル機能を一体化した通知窓付き表示装置用前面保護板を備える形態〕
　図９は、本発明による表示装置の実施形態例であり、同図に示す表示装置１００は、図
面上方の観察者Ｖ側の表側から順に、通知窓付き表示装置用前面保護板１０、表示パネル
３０を備えている。
　通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、前述した本発明による通知窓付き表示装置用
前面保護板１０である。より具体的に、この通知窓付き表示装置用前面保護板１０はタッ
チパネル機能の一部として、さらに配線５と、透明電極８とを有し、この透明電極８とし
て、図示はしないが、図６で例示した通知窓付き表示装置用前面保護板１０のように第１
の透明電極８ａと第２の透明電極８ｂとを有する形態のものである。
【００８８】
　前記表示パネル３０は、液晶表示パネル、電界発光（ＥＬ）パネルが代表的であるが、
この他、電子ペーパーパネル、ブラウン管によるディスプレイ装置でもよく、公知の各種
表示パネルでよい。
【００８９】
　以上のような構成とすることで、通知用の光の消灯時に通知窓の存在を目立ち難くする
ことができる上、表示パネル３０の表示用領域の外周部に存在する、表示内容それ自体に
は不要な、配線、コネクタ、制御回路などの各種構成要素を隠して、これらにより外観が
損なわれることを防ぐことができる。
　しかも、通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、半透過通知窓層４と遮光層２とが同
一材料で形成されているので、半透過通知窓層４と遮光層２とは同一工程で形成でき、工
程数を増やさずに半透過通知窓層４を設けることができる。この結果、コスト増となるの
を抑えて通知用の光の消灯時に通知窓の存在を通知窓３専用の材料を用いることなく目立
ち難くすることができる。さらにタッチパネル機能が一体化しているので、部品点数が減
り組み立て工数が少なくなり、この点でも、低コストなものとできる。
【００９０】
《表示装置としての変形形態》
　本発明の表示装置１００は、上記した形態以外のその他の形態をとり得る。以下、その
一部を説明する。
【００９１】
〔タッチパネル機能を一体化した通知窓付き表示装置用前面保護板を備える形態〕
　図９で例示した実施形態による表示装置１００では、通知窓付き表示装置用前面保護板
１０はタッチパネル機能の一部として、配線５と、透明電極８の第１の透明電極８ａと第
２の透明電極８ｂとが一体化している形態であった。
　しかし、本発明においては、組み込もうとするタッチパネルが透明電極を備えた方式の
ものであり、しかもこの透明電極が、例えば抵抗膜方式のものであり、互いに絶縁された
第１の透明電極８ａと第２の透明電極８ｂとの２層が、互いに別々の基板上に形成される
構造である場合は、図１０に例示するように、このうちのいずれか一方の基板を通知窓付
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き表示装置用前面保護板１０の透光性基板１と兼用する形態とすることができる。他方の
透明電極が形成された基板は、通知窓付き表示装置用前面保護板１０および表示パネル３
０とは別体のタッチパネル構成部材２０ａとして組み込んで、表示装置１００を構成する
。同図では、通知窓付き表示装置用前面保護板１０が透明電極８ａを備え、タッチパネル
構成部材２０ａが透明電極８ｂを備える。
【００９２】
　このように、タッチパネル用の透明電極も有する形態の通知窓付き表示装置用前面保護
板１０と、表示パネル３０とを備えた構成の表示装置１００は、その一形態として、タッ
チパネルの一部の機能を有するタッチパネル構成部材２０ａをタッチパネルとして、備え
る構成も含む。
【００９３】
　また、タッチパネル用の透明電極も有する形態の通知窓付き表示装置用前面保護板１０
は、制御回路、この制御回路と配線５を電気的に接続するコネクタなどのタッチパネル機
能の全部が一体化されたものとしても良い。もちろん、この場合、タッチパネルの機能の
全部が一体化された通知窓付き表示装置用前面保護板１０を用いる場合は、独立したタッ
チパネル２０は備える必要はなく、通知窓付き表示装置用前面保護板１０と、表示パネル
３０とを少なくとも備えた構成の表示装置となる。この形態では、表示パネル３０の外周
部の配線、コネクタ、制御回路などを隠せることになる。
【００９４】
　どのような構成で通知窓付き表示装置用前面保護板１０とタッチパネル機能とを一体化
するかは、使用し得る製造設備、組立工程などの諸条件に適した、構成を選べば良い。
【００９５】
　以上のような構成では、通知用の光の消灯時に通知窓の存在を通知窓３専用の材料を用
いることなく目立ち難くすることができる上、タッチパネル機能が一体化しているので、
部品点数が減り組み立て工数が少なくなり、低コストなものとできる。
【００９６】
〔タッチパネル機能は一体化しない通知窓付き表示装置用前面保護板を備える形態〕
　図１１に例示するように、通知窓付き表示装置用前面保護板１０と、タッチパネル２０
と、表示パネル３０とから、表示装置１００を構成してもよい。
　図示はしないが、上記通知窓付き表示装置用前面保護板１０は、不透明領域Ａ２に配線
５を備えることもできる。このように通知窓付き表示装置用前面保護板１０が配線５も備
える構成の場合には、配線５は、例えばセンサ接続用などとして用いることができる。
【００９７】
　前記タッチパネル２０は、典型的には、マルチタッチ（多点同時入力）が可能な投影型
静電容量方式のタッチパネルであるが、この他、表面型静電容量方式、抵抗膜方式、電磁
誘導方式、光学方式、など、透明電極を必要としない位置検知方式も含めた公知の各種位
置検知方式のタッチパネルのいずれでも良い。
　タッチパネル２０は、中央の位置検知領域の外周部に、配線、制御回路、これらを電気
的に接続するコネクタなどの何らかの不透明な構成要素を有する。これらの不透明な構成
要素は、通知窓付き表示装置用前面保護板１０の不透明領域Ａ２の遮光層２に平面視にお
いて重なり、隠れる位置となるような、タッチパネル２０と通知窓付き表示装置用前面保
護板１０との位置関係となっている。このため、これら配線などの不透明な構成要素が、
表示装置１００の外観を損なわない様にすることができる。
【００９８】
　以上のような構成では、通知用の光の消灯時に通知窓の存在を通知窓３専用の材料を用
いることなく目立ち難くすることができる。
【００９９】
〔粘着シートなどの樹脂層の介在〕
　図９で例示した実施形態による表示装置１００では、通知窓付き表示装置用前面保護板
１０と表示パネル３０との間は、空隙を有し空気層が存在する構造となっているが、本発
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明においては、通知窓付き表示装置用前面保護板１０と表示パネル３０との間など、構成
部材の間は、粘着剤層など樹脂層で埋め尽くしても良い。樹脂層によって部材表面での光
反射が減ることで、表示をより見易くすることができる。
　前記樹脂層には、粘着シート、塗布した樹脂液の固化層などを用いることができる。
　前記粘着シートとしては、透明性に優れた光学グレードのものが好ましく、このような
粘着シートとしては、アクリル系粘着剤、ポリエステル系粘着剤、エポキシ系粘着剤、シ
リコーン系粘着剤などからなるものを用いることができる。
【０１００】
〔Ｄ〕用途：
　本発明による通知窓付き表示装置用前面保護板１０、および表示装置１００の用途は、
特に限定されない。例えば、スマートフォンなどの携帯電話、タブレットＰＣなどの携帯
情報端末、パーソナルコンピュータ、カーナビゲーション、デジタルカメラ、電子手帳、
ゲーム機器、自動券売機、ＡＴＭ端末、ＰＯＳ端末、などである。
【符号の説明】
【０１０１】
　　　１　　透光性基板
　　　２　　遮光層
　　　３　　通知窓
　　　４　　半透過通知窓層
　　　４Ｄ　異種材料半透過層
　　　４Ｌ　遮光半透過層
　　　４Ｐ　通知窓パターン層
　　　５　　配線
　　　６　　オーバーコート層
　　　６ａ　第１のオーバーコート層
　　　６ｂ　第２のオーバーコート層
　　　７　　絶縁層
　　　８　　透明電極
　　　８ａ　第１の透明電極
　　　８ｂ　第２の透明電極
　　　９　　可視情報
　　１０　　通知窓付き表示装置用前面保護板
　　１１　　赤外透過窓
　　１１Ｌ　赤外透過層
　　１１Ｐ　赤外透過窓パターン層
　　２０　　タッチパネル
　　２０ａ　タッチパネル構成部材
　　３０　　表示パネル
　　４０　　従来の表示装置用前面保護板
　１００　　表示装置
　２００　　従来の表示装置
　　Ａ１　　表示用領域
　　Ａ２　　不透明領域
　　　Ｌ　　通知用の光源
　　Ｓ１　　他方の面
　　Ｓ２　　一方の面
　　Ｖ　　　観察者
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